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JAFTAS 企業 ID 入力欄（2024 年６月３日～） 

企業登録の更新および企業情報の変更を行う際に開く「企業登録変更・更新申請書作成」画面につ

いて、2024 年 6 月 3 日～、以下のとおり、「JAFTAS 企業 ID」入力欄および「利用申請印刷」ボ

タンが表示されます。 

 

この「JAFTAS 企業 ID」入力欄および「利用申請印刷」ボタンは、JAFTAS（詳細は以下のリン

ク先を参照）から原産品判定申請を行うことを希望する場合のみ使用するものです。 

したがって、通常の企業登録の更新および企業情報の変更の際は、「JAFTAS 企業 ID」入力欄は

空欄のままで問題ございません。また、「利用申請印刷」ボタンを使うこともありません。 

 

（JAFTAS とは）株式会社東京共同トレード・コンプライアンスのホームページ 

https://jaftas.jp/jaftasfeature/ 

  

https://jaftas.jp/jaftasfeature/
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■企業登録の更新■ 

１．「メインメニュー」の「有効期限の更新（期限６０日前から手続可能）」をクリックします。  

 

 

２．「登録申請書を作成する」をクリックします。 

 

※注：「登録申請書を作成する」がクリックできない場合は、「取り消す」をクリックしてください。 

 

 

クリック 

有効期限切れまでの日数を警告 

クリック 

 

クリック 
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３．「登録申請書を作成する」をクリックした後、企業情報に変更がなければ（変更がある場合は修正

し）、「署名者（サイナー）登録リストへ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

署名者（サイナー）情報を確認します。※変更がなければ「４．」へ 

署名者（サイナー）の変更（P１１）・追加・削除（P1５）も同時に手続できます。 

 

４．「登録申請書を印刷する」をクリックします。 

 

クリック 

クリック 

 

クリック 
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５．「システムサービス利用規約」をご確認のうえ、✓ボックスに✓し、「印刷」をクリックします。 

 

登録申請書がＰＤＦファイルで表示されますので印刷し、入力内容をご確認ください。 

〈１枚目〉 

 

〈２枚目〉                  〈３枚目以降〉 

 

既に登録されている自筆サインが

表示されます。 

② クリック 

① ✓を入れる 
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６．書類の提出 

以下の提出書類を有効期限の７営業日前着を目安にご郵送いただけますと有効期限内に更新が可能で

す。 

〈提出書類〉 

法人 ■登録申請書 ■登記事項証明書 

 ・履歴事項全部証明書（発行日から３ヶ月以内の原本） 

 

以下の書類でも受付可能ですが、「和文社名」「代表者」「登記上の住所」が変更する場合は、

履歴事項全部証明書をご提出ください。 

 ・現在事項全部証明書（発行日から３ヶ月以内の原本）または 

 ・有価証券報告書  （表紙のコピーのみで可）でも可 

個人 ■登録申請書  

■戸籍抄本または住民票（発行日から３ヶ月以内の原本） 

■印鑑証明書     （発行日から３ヶ月以内の原本） 

 ・「屋号」をお使いの方は、「屋号」が確認できるもの 

外国籍の方、その他、更新手続の詳細は本件担当までご相談ください。 

 

書類提出先：P.1９の提出先に郵送ください。 

 

７．ご提出いただいた登録申請書に基づき、更新手続を行い、有効期限（２年間）が延長されます。 

 更新手続完了次第、ご連絡先担当者宛に企業登録有効期限更新の通知を郵送いたします。 

 

 

＜補足＞ 

 企業登録の有効期限後 90 日以内に限り、発給システムにログインして、「有効期限の更新（期限 60

日前から手続可能）」から企業登録の更新申請が可能です。 

 

（企業登録の有効期限後 90 日以内の場合の第一種特定原産地証明書発給システムログイン後画面） 
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■企業情報の変更■ 
 

１．「メインメニュー」の「企業情報の変更（サイナーの追加・変更含む）」をクリックします。 

 
 

２．「登録申請書を作成する」をクリックします。 

     

クリック 

 

クリック 

 

「登録申請書を作成する」がクリックできない

場合は、「取り消す」をクリックしてください。 

クリック 
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３．変更したい項目を修正し、「署名者（サイナー）登録リストへ」をクリックします。 

 

 

 
 

① 変更したい項目 

① 修正 

② クリック 

② クリック 

③  
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4．個人情報に変更がなければ、「登録申請書を印刷する」をクリックします。 

（企業情報のみの変更の場合は、署名者（サイナー）は印刷されません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

５．「システムサービス利用規約」をご確認のうえ、✓ボックスに✓し、「印刷」をクリックします。 

 

登録申請書がＰＤＦファイルで表示されますので印刷し、入力内容をご確認ください。 

〈１枚目〉 

 

クリック 

① ✓を入れる 

② クリック 
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〈２枚目〉    

 
 

６．書類の提出 

登録申請書を P.1９の提出先に郵送ください。 

※企業情報の「和文社名」「代表者」「登記上の住所」を変更する場合は、登録申請書の他に 

履歴事項全部証明書の提出が必要です。 

 

７．ご提出いただいた登録申請書に基づき、企業情報の変更手続を行います。 

 変更手続完了次第、ご連絡先担当者宛に手続き完了の旨ご連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更箇所に｢＊｣

が付されます。 
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■署名者（サイナー）の変更■ 
１．「メインメニュー」の「企業情報の変更（サイナーの追加・変更含む）」をクリックします。 

 
２．「登録申請書を作成する」をクリックします。変更したい項目を修正し、「変更を保存し、署名者（サ

イナー）登録リストへ」をクリックします。 

     

クリック 

 

② クリック 

① クリック 

 

「登録申請書を作成する」がクリックできない

場合は、「取り消す」をクリックしてください。 

クリック 
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３．署名者（サイナー）登録リストより変更したい方の氏名をクリックし、当該署名者の登録内容を中

央に表示します。変更したい項目を修正後、「変更」をクリックします。 

     

 

 

 

 

 

 

 

※情報を変更したい署名者（サイナー）が複数いる場合は、「３．」の操作を繰り返します。 

署名者（サイナー）登録リストの状態に「変

更」と表示されます。 

① クリック 

リック 

③ 修正 

④ クリック 

リック 

 

② 表示される 

 

変更したい項目 
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４．情報の変更がすべて終了しましたら「登録申請書を印刷する」をクリックします。 

  

５．「システムサービス利用規約」をご確認のうえ、✓ボックスに✓し、「印刷」をクリックします。 

 

登録申請書がＰＤＦファイルで表示されますので印刷し、入力内容をご確認ください。 

〈１枚目〉 

 

クリック 

リック 

① ✓を入れる 

② クリック 
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〈２枚目〉                  〈３枚目以降〉 

 

 

６．書類の提出 

登録申請書を P.1９の提出先に郵送ください。 

 

７．ご提出いただいた登録申請書に基づき、変更手続を行います。 

 変更手続完了次第、ご連絡先担当者宛に手続き完了の旨ご連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既に登録され

ている自筆サ

インが表示さ

れます。 

変更した項目の先頭に

* 印が付きます 
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■署名者（サイナー）の追加・削除■ 
 

１．「メインメニュー」の「企業情報の変更（サイナーの追加・変更含む）」をクリックします。      

 
２．「登録申請書を印刷する」をクリックし、「署名者（サイナー）登録リストへ」をクリックします。 

変更したい項目を修正し、「変更を保存し、署名者（サイナー）登録リストへ」をクリックします。 

 

クリック 

 

② クリック 

② クリック 

 

「登録申請書を作成する」がクリックできない

場合は、「取り消す」をクリックしてください。 

クリック 
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署名者（サイナー）の追加 

 

３．追加したい署名者（サイナー）の情報を入力し、「登録」をクリックします。 

◎は必須項目です。 

 

  

 

 

 

 

 

※追加したい署名者（サイナー）が複数いる場合は、「３．」の操作を繰り返します。 

 

 

クリック 

署名者（サイナー）登録リストの状態に「追

加」と表示されます。 

追加したい署名者（サイナー）の情報を

入力します。 
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署名者（サイナー）の削除 

 

「１．」～「２．」までは、署名者（サイナー）の追加と同じです。 

 

３．署名者（サイナー）登録リストより変更したい方の氏名をクリックし、当該署名者の登録内容を中

央に表示します。 

「削除依頼」のチェックボックスに「✔」を入れ、出てきたポップアップで「OK」をクリックし、 

「更新」をクリックします。 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

※削除したい署名者（サイナー）が複数いる場合は、「３．」の操作を繰り返します。 

①  クリック 

 

② 表示される ③  ✔を入れる 

④  クリック 

署名者（サイナー）登録リストの状態に「削除」と

表示されます。 

⑤ クリック 
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４．署名者（サイナー）の追加/削除が終了しましたら「登録申請書を印刷する」をクリックします。登

録申請書がＰＤＦファイルで表示されますので印刷し、入力内容をご確認ください。 

 
５．「システムサービス利用規約」をご確認のうえ、✓ボックスに✓し、「印刷」をクリックします。 

 

登録申請書がＰＤＦファイルで表示されますので印刷し、入力内容をご確認ください。 

〈１枚目〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリック 

リック 

② ✓を入れる 

② クリック 
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〈２枚目〉                  〈３枚目以降〉 

  

 

６．書類の提出 

登録申請書を下記「登録申請書の提出先」に郵送ください。 

 

７．ご提出いただいた登録申請書に基づき、署名者（サイナー）の追加/削除手続を行います。 

 署名者（サイナー）の追加：手続完了次第、ＩＤとパスワードをご連絡先担当者宛に文書にて送

付いたします。 

 署名者（サイナー）の削除：手続完了次第、ご連絡先担当者宛に削除手続き完了の旨ご連絡いた

します。 

 

 

■登録申請書の提出先■ 

 

企業登録の更新、変更の申請書は以下まで郵送ください。発給事務所窓口では受け付けておりません。

必ず郵送ください。 

 

〒100-0005 

東京都千代田区丸の内３－２－２ 

丸の内二重橋ビル 

日本商工会議所 国際部 特定原産地証明担当 

 

本件問合わせ先 ：日本商工会議所 国際部 特定原産地証明担当 

電話番号：０３－３２８３－７８５０ E-mail：tokuteico@jcci.or.jp  

追加するサイナーにつ

いては、署名欄が空欄で

出るので、肉筆サインを

記入する（ゴム印不可） 

 

削除するサイナーについて

は、自動で×印が入る 

mailto:tokuteico@jcci.or.jp
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企業登録情報の変更に関する注意事項（記載事項の誤り） 

 
社名や住所が変更されているにもかかわらず、第一種特定原産地証明書発給システムに登

録されている社名や住所を変更しないまま、旧社名や住所が記載された証明書を受給した

場合、当該証明書を受給した企業は「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に

関する法律」第 6 条第 1 項第 2 号により、その旨を経済産業大臣に通知しなければなり

ません。 

 

※登記事項（社名、住所）が変更になる場合は、日商・国際部へ速やかに連絡してく

ださい。 

 

日タイ協定の場合（証明書イメージ） 

 

 

 

1欄：Exporter's name, 

address, countryには第一種

特定原産地証明書発給システ

ムに登録された社名や住所等

が反映されます。      

 

10欄：認証（商工会議所使用欄） 

Place and Date: Tokyo, January, 25, 2018 

         （交付事務所所在地）（承認日） 
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記載の誤りにあたる例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

経緯 

2018/1/15 商号を変更 

2018/1/20 発給申請 

2018/1/25 特定原産地証明書を受給(承認日) 

 

1 月 15 日に登記上、商号変更があったにも関わらず、同発給システムに登録している商

号の変更がなされていなかったため、1 月 25 日（承認日）に変更前の英文商号が記載さ

れた同証明書を受給していたことが判明。 

⇒事実関係を確認の結果、記載事項の誤りとして経済産業省へ報告 

※ 証明書・（欄１０）に記載される日（承認日）が基準日となります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

社名や住所の変更手続きについて 

 

同発給システムに登録された社名や住所を変更する際、基本的には当所宛てに、登録申請

書と登記事項証明書（履歴事項全部証明書）の提出をお願いしております。しかし、法務

局へ登記変更申請中で新しい登記事項証明書が入手できない場合、手続き完了までに２週

間ほどかかることがあります。 

その場合は、例外的に登記事項証明書（履歴事項全部証明書）を後日提出する旨を記した

誓約書をご提出いただくことにより、日本商工会議所への企業登録変更手続きが可能で

す。誓約書に関しては個別にご案内しておりますので、事前（変更日・移転日の1か月前

目安）にお電話にてご相談ください。 

 

【原産地証明書の発給申請について】 

謄本上の商号・住所変更日を境に、 

変更日より前は、旧社名・旧住所で 

変更日より後は、新社名・新住所で 

申請いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

【本件担当/問合わせ先】 

日本商工会議所 国際部 特定原産地証明担当 

電話番号：０３－３２８３－７８５０ FAX: 03-3201-7778 

E-mail：tokuteico@jcci.or.jp  

 

 

 

mailto:tokuteico@jcci.or.jp

